
○白老町公の施設の指定管理者候補者選定委員会設置要綱 

平成１８年１月７日 

訓令第１号 

改正 平成１９年３月３０日訓令第２０号 

平成２１年４月１日訓令第１２号 

平成２３年７月８日訓令第１３号 

平成２５年４月１日訓令第３号 

平成２７年４月１日訓令第１１号 

平成２８年４月１日訓令第１６号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平

成１７年条例第４７号）第４条第２項の規定に基づき、白老町指定管理者候補者選

定委員会（以下「選定委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（所掌事項） 

第２条 選定委員会は次の事項を所掌する。 

(1) 指定管理者の候補者の選定審査に関すること。 

(2) その他指定管理者の候補者選定に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、指定管理者の選定に係る公の施設に関する事務を所掌する副町長又は

教育長をもって充て、会務を総理し、選定委員会を代表する。 

３ 委員は、委員長が指名する職員をもって充てる。 

４ 町長は、前項に掲げる者のほか外部有識者等その他適当と認める者を２名以上委

員に委嘱しなければならない。 

（委員の任期） 

第４条 前条の委員の任期は、当該委嘱に係る指定管理者の候補者の選定が終了する

までの期間とする。 

（会議） 

第５条 選定委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。 



２ 選定委員会の会議は、委員の２分の１以上の出席がなければ開催できない。 

３ 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場

合は、委員長の決するところによる。 

４ 指定管理者の候補者の選定は、手続条例第４条に定める審査基準等に基づき、別

に定める採点表（様式第１号）を使用して行うものとする。ただし、採点表による

選定が適当でない場合は、この限りでない。 

５ 委員長は選定委員会の業務を遂行するために必要と認めるときは、選定委員会に、

専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は

説明を聴くことができる。 

６ 会議は非公開とする。 

（審査結果の公表） 

第６条 選定委員会における審査結果は、公表する。 

（会議の開催手続） 

第７条 指定管理者の候補者の選定を行うときは、白老町行政組織規則（平成１０年

規則第１３号）第２条第１項及び白老町教育委員会事務局組織に関する規則（昭和

６１年教委規則第１号）第３条第１項に定める分掌事務に基づき当該公の施設を所

管する課（以下「所管課」という。）は、公の施設の指定管理者候補者選定委員会

開催依頼書（様式第２号）に選定における採点表及び選定の審査に必要な資料を添

付し、委員長に提出しなければならない。 

２ 選定委員会において所管課は、次の事務を行う。 

(1) 指定管理者の候補者の選定等に関する議案の説明 

(2) 会議の経過及び結果の記録並びに公表 

(3) 前各号に掲げるもののほか、第２条に規定する選定委員会の業務を遂行するた

め必要な事務 

（会議の庶務） 

第８条 選定委員会の会議の庶務は、総務課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、委員長が

会議に諮って定める。 

附 則 



この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日訓令第２０号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年４月１日訓令第１２号） 

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年７月８日訓令第１３号） 

この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（平成２５年４月１日訓令第３号）抄 

（施行期日） 

第１条 この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年４月１日訓令第１１号） 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日訓令第１６号） 

この訓令は、令達の日から施行する。 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

 


